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ゾーン３０の推進について(通達)

住居系地区等におけるコミュニティ・ゾーンの形成については、「コミュニティ

・ゾーン対策の推進について」（平成８年６月２４日付け警察庁丁規発第７４号、

丁都交発第７２号）により推進されているところであるが、必ずしも全国的な普及

には至っていない。他方で、第９次交通安全基本計画（平成２３年３月３１日中央

安全対策会議決定）においても従来のコミュニティ・ゾーン対策のような生活道路

におけるゾーン対策の重要性が改めて指摘されている。

そこで、警察庁では、平成２２年１０月から３回にわたり「生活道路におけるゾ

ーン対策推進調査研究検討委員会」を開催しゾーン対策実施要領の策定を念頭にお

いて、ゾーンの設定方法、ゾーン入口の明示方法、ゾーン内道路における生活道路

対策について調査研究を進め、本年３月には調査研究結果の報告書の提出を受けた

ところである。

今後、当該調査研究結果を踏まえ、以下の要領により生活道路におけるゾーン対

策の更なる推進を図ることとしたので、各都道府県警察においては計画的なゾーン

整備に努められたい。

なお、本件については、国土交通省道路局と調整済みである。

記

１ 基本的な考え方

従来のコミュニティ・ゾーン対策は、交通規制とハンプ等の物理的デバイスの

設置を組み合わせた対策を推進することにより、住居系地区等の安全性・快適性

・利便性の向上を図るものであり、その重要性や効果については、何ら変わると

ころはない。

しかし、住民の合意が得られないことや財政的制約から、一方通行規制の実施

やハンプ等の設置が困難な場合もあり、このような場合にはコミュニティ・ゾー

ンを設定できないという状況も見受けられる。



そこで、今後は、調査研究の成果を踏まえ

○ 歩行者等の通行が最優先され、通過交通が可能な限り抑制されるという

基本的なコンセプトに対する地域住民の同意が得られる地区をより柔軟に

ゾーンとして設定する。

○ ゾーン内は、最高速度３０ｋｍ／ｈの区域規制の実施を前提として、そ

の他の対策については、住民の意見や財政的制約も踏まえつつ、実現可能

なものから順次実施していく。

という２点の考え方を重視したゾーン対策を「ゾーン３０」として推進するもの

とする。

２ 対策の具体的な推進方法

(1) ゾーン３０の設定

ゾーン３０は、以下のとおり設定する。

ア ゾーン設定の手順

① ステップ１（ブロックの設定）

市街地等（市区町村等の行政区画やＤＩＤ地区等を単位として都市部、

市街地から選定）から、２車線以上の幹線道路又は河川、鉄道等の物理的

な境界で区画された場所をブロックとして選定する。

② ステップ２（ブロック内の検討）

ブロック内の１車線道路の中で、主として地域住民等の日常生活に利用

される道路で、自動車の通行よりも歩行者・自転車の安全確保が優先され

るべき道路を生活道路として選定する。

また、ブロック内の２車線道路であっても、現場の交通状況等を勘案し、

特に歩行者・自転車の安全確保が必要と認められる道路は、将来、中央線

を抹消し１車線化することを前提に生活道路として選定する。

③ ステップ３（ゾーンの設定）

生活道路が集積している区域をゾーンとして設定する。

ゾーンの境界となる道路は、原則として２車線以上の道路又はゾーン内

道路と比較して沿道状況等の変化がドライバーに容易に認識できる１車線

道路とする。

あらかじめ限られた場所を対象としてゾーン設定する場合は、ステップ

１・２を省略することができる。

イ ゾーン設定上の留意点

① ゾーン３０の設定は、地域住民の要望が高い場所を優先して積極的に行

い、地域住民、自治体、道路管理者、警察で構成される協議会を立ち上げ

るなど、住民の円滑な合意形成がなされるように努めること。

② 日常生活圏、小学校区等の地区としてのまとまりや２５ｈａ～５０ｈａ

の面積等のコミュニティ・ゾーンの要件に拘泥せず、狭い区域であっても



ゾーン内の通過交通と自動車の走行速度を抑制することについて、住民の

合意が形成できる区域において優先的にゾーンを設定すること。

③ ドライバーに対して、ゾーン内最高速度３０ｋｍ／ｈの区域規制の遵守

を心理的に促すため、ゾーン内の道路は、１車線の道路で構成し、沿道状

況等からゾーン内であることが認識できるように工夫すること。

(2) ゾーン３０での対策

ア 従来のコミュニティ・ゾーン対策において実施してきた一方通行規制、大

型自動車等通行禁止規制、物理的デバイスの設置等の対策は、いずれも有効

な手法であり、ゾーン３０においても推奨されるが、ゾーン３０においては、

○ ゾーン内の最高速度３０ｋｍ／ｈの区域規制

○ 路側帯の設置・拡幅と車道中央線の抹消

を前提としつつ、その他の対策については、住民の意見と財政的制約を踏ま

え、実現可能な対策から順次行うこと。

イ その際、歩道の設置・拡幅や物理的デバイスの設置が困難な場合には、こ

れに代わり、車道外側線の設定方法を工夫することによる狭さく、クランク、

スラロームの形成、カラー舗装やクロスマークの設置による交差点及び路側

帯の明確化等の措置を講ずることに特に留意すること。

なお、路側帯の設置・拡幅を行う場合は、歩行者等の通行に十分な幅員を

確保すること。

ウ ゾーン境界道路及び周辺道路における交通円滑化対策

① ゾーン入口には、最高速度３０ｋｍ／ｈの背板付きの区域規制標識及び

ゾーン専用のシンボルマーク入りの看板や路面表示を設置して、ゾーン入

口を明確にすること。

② ゾーン境界道路及び周辺道路における交通円滑化対策として、信号機の

新設・高度化、右左折レーンの設置等に努めること。

(3) 道路管理者との連携

道路管理者と緊密な連携を図り、ゾーン内の対策を推進することとし、特に

路側帯の設置・拡幅対策については、より効果的なものとするため、道路管理

者と路側帯の幅員について調整するとともに、必要に応じて路側帯のカラー舗

装等を要望すること。

３ ゾーン３０の広報

ゾーン３０の趣旨及び設定箇所をドライバーに周知し、通過交通と自動車の走

行速度の抑制を図るため、警察及び自治体のホームページや各種広報紙等を活用

して積極的な広報に努めること。

なお、警察庁では、各都道府県警察が設定したゾーン３０等の設置箇所を集約

し、カーナビ事業者等に情報提供し、カーナビによるゾーンの周知等を図ること

を検討中である。



４ 国庫補助

ゾーン３０が交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則第１条第１

号から第３号までに規定する道路として指定された道路において実施された場合

は、その費用を国庫補助の対象とする。

５ 整備目標

従来のコミュニティ・ゾーンと合計して、平成２８年度末までに全国で約３，

０００箇所の整備を目標とする。各都道府県毎の整備目標は別紙のとおりとする。

６ 推進体制の確立

ゾーン３０を着実、かつ計画的に推進するため、警察本部及び警察署において

それぞれ推進責任者を定めるなど、適切な体制を確立すること。

また、道路管理者や自治体等との連絡窓口を一本化するため、警察本部及び警

察署ともに推進責任者のほか、連絡担当者を指定し道路管理者等と積極的に情報

交換を行いゾーン対策に係る要望等を把握し、ゾーン３０の円滑な整備に努める

こと。

７ 効果検証等

ゾーン３０によって、ゾーン内の通過交通や自動車の走行速度が抑制され、自

動車の通行よりも歩行者・自転車の安全確保が優先される道路空間となっている

か、追加して実施すべき生活道路対策がないかを地域住民の意見を反映しつつ定

期的に検証し、必要な見直しを行うこと。

８ 報告等

平成２８年度までの整備計画に係る報告等については、別途、指示する。

【継続措置状況】

初回発出日：平成23年９月20日

（有効期間：平成31年３月31日）

継続措置日：平成31年３月28日

（有効期間：平成36年３月31日）



別紙

整備目標数
185

青森 36
岩手 24
宮城 60
秋田 21
山形 29
福島 43

239
茨城 61
栃木 46
群馬 48
埼玉 170
千葉 142
神奈川 216
新潟 57
山梨 20
長野 47
静岡 101
富山 24
石川 26
福井 22
岐阜 47
愛知 215
三重 43
滋賀 29
京都 68
大阪 209
兵庫 126
奈良 39
和歌山 24
鳥取 12
島根 12
岡山 44
広島 75
山口 45
徳島 16
香川 20
愛媛 36
高知 16
福岡 142
佐賀 15
長崎 30
熊本 37
大分 26
宮崎 28
鹿児島 33
沖縄 33
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